
 

 

生駒市条例第１５号 

生駒市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年６月１８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市議会委員会条例の一部を改正する条例 

生駒市議会委員会条例（昭和４６年１１月生駒市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号中「及び監査委員」を「、監査委員及び固定資産評価審査委員会

」に改め、同条第２号中「、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」を「及び

農業委員会」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


